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農業者年金制度の改正について 

 
 
Ⅰ 改正の概要  

 
１ 保険料納付下限額の引下げ  （施行日：令和４年１月１日） 

３５歳未満で政策支援加入（保険料の国庫補助）の対象とならない被保険
者（認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす被保険者）については、
保険料納付下限額を２万円から１万円に引き下げる。 

  
２ 受給開始時期の選択肢の拡大  （施行日：令和４年４月１日） 

農業者老齢年金（通常加入）について、６５歳から７５歳までの間で裁定
請求をしたときに受給できるようにし（７５歳までに裁定請求をしなかった
場合には７５歳に達したときに受給権が発生）、加入者が受給開始時期を選択
できるようにする。特例付加年金（政策支援加入）についても、受給開始時
期の選択肢の拡大を図る。 

 
３ 加入可能年齢の引上げ  （施行日：令和４年５月１日） 

  ２０歳以上６０歳未満で農業に従事する国民年金第１号被保険者に加え、
６０歳以上６５歳未満で農業に従事する国民年金任意加入被保険者について
も、農業者年金に加入できることとする。 

   
Ⅱ 基金の対応  

〇 業務受託機関に向けての制度改正についての通知やマニュアル、Q＆Ａの
作成、説明会の開催のほか、基金ホームページによる情報提供、対象となる
農業者に応じたリーフレット（一般向け、若者向け、女性向け、壮年向け）
の作成など制度改正の周知・ＰＲを図る。 

〇 受託機関の円滑な業務執行のため、制度改正に伴う農業者年金記録管理シ
ステムの改修を進める。 
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